
（１）中・高等学校学習指導要領、中学校学習指導要領解説保健体育編及び高等学校 

学習指導要領解説保健体育編・体育編における「運動部活動」の記載内容 

 

中学校学習指導要領（平成２９年度告示） 

第１章 総則 

第５ 学校運営上の留意事項 

高等学校学習指導要領（平成３０年度告示） 

第１章 総則 

第６款 学校運営上の留意事項 

１ 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等 

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するもの
とする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、
スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、

学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、
教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応
じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携
などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものと
する。 

 

中学校学習指導要領（平成２９年度告示） 

第２章 各教科 

第７節 保健体育 

 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

高等学校学習指導要領（平成３０年度告示） 

第２章 各学科に共通する各教科 

第６節 保健体育 

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 

２（６）（高等学校 １（２）） 

第１章総則の第１の２の（３）（高等学校 第１章第１款の２の（３））に示す学
校における体育・健康に関する指導の趣旨を生かし、特別活動、運動部の活動など
との関連を図り、日常生活における体育・健康に関する活動が適切かつ継続的に実
践できるよう留意すること（高等学校 留意するものとする）。 

 

中学校学習指導要領（平成２９年度告示）解説 保健体育編 

第３章 指導計画の作成と内容の取扱い 

３ 教育課程外の学校教育活動と教育課程との関連 

高等学校学習指導要領（平成３０年度告示）解説 保健体育編 

第３章 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 

第３節 総則関連事項 

２ 教育課程外の学校教育活動と教育課程との関連 

部活動の指導及び運営に当たっては、第１章総則第５の１ウに示された部活動の
意義と留意点を踏まえて行うことが重要である。 

中学生（高等学校 高校生）の時期は、生徒自身の興味・関心に応じて、教育課
程外の学校教育活動や地域の教育活動など、生徒による自主的・自発的な活動が多



様化していく段階にある。少子化や核家族化が進む中にあって、中学生（高等学校 

高校生）が学校外の様々な活動に参加することは、ともすれば学校生活にとどまり
がちな生徒の生活の場を地域社会に広げ、幅広い視野に立って自らのキャリア形成
を考える機会となることも期待される。このような教育課程外の様々な教育活動を
教育課程と関連付けることは、生徒が多様な学びや経験をする場や自らの興味・関
心を深く追究する機会などの充実につながる。 

特に、学校教育の一環として行われる部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同
士や教員と生徒等の人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定
感を高めたりするなど、その教育的意義が高いことも指摘されている。 

そうした教育的意義が部活動の充実の中のみで図られるのではなく、例えば、運
動部の活動において保健体育科の指導との関連を図り、競技を「すること」のみな
らず、「みる、支える、知る」といった視点からスポーツに関する科学的知見やス
ポーツとの多様な関わり方及びスポーツがもつ様々な良さを実感しながら、自己の
適性等に応じて、生涯にわたるスポーツとの豊かな関わり方を学ぶなど、教育課程

外で行われる部活動と教育課程内の活動との関連を図る中で、その教育効果が発揮
されることが重要である。 

このため、本項では生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動について、 
① スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の
涵養、互いに協力し合って友情を深めるといった好ましい人間関係の形成等に
資するものであるとの意義があること。 

② 部活動は、教育課程において学習したことなども踏まえ、自らの適性や興
味・関心等をより深く追求していく機会であることから、第２章以下に示す各
教科等の目標及び内容との関連にも配慮しつつ、生徒自身が教育課程において
学習する内容について改めてその大切さを認識するよう促すなど、学校教育の
一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。 

③ 一定規模の地域単位で運営を支える体制を構築していくことが長期的には

不可欠であることから、設置者等と連携しながら、学校や地域の実態に応じ、
教員の勤務負担軽減の観点も考慮しつつ、部活動指導員等のスポーツや文化及
び科学等にわたる指導者や地域の人々の協力、体育館や公民館などの社会教育
施設や地域のスポーツクラブといった社会教育関係団体等の各種団体との連
携などの運営上の工夫を行うこと、 

をそれぞれ規定している。 

各学校が部活動を実施するに当たっては、本項や、中央教育審議会での学校にお
ける働き方改革に関する議論及び運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラ
イン（平成３０年３月スポーツ庁）も参考に、生徒が参加しやすいよう実施形態な
どを工夫するとともに、生徒の生活全体を見渡して休養日や活動時間を適切に設定
するなど生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮することが必要である。その際、
生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの防止に留意すること。 

＜運動部の活動＞ 

運動部の活動は、スポーツに興味と関心をもつ同好の生徒が、スポーツを通して
交流したり、より高い水準の技能や記録に挑戦したりする中で、スポーツの楽しさ
や喜びを味わい、豊かな学校生活を経験する活動であるとともに、体力の向上や健
康の増進にも極めて効果的な活動である。 

したがって、生徒が運動部の活動に積極的に参加できるよう配慮することが大切
である。また、生徒の能力等に応じた技能や記録の向上を目指すとともに、互いに
協力し合って友情を深めるなど好ましい人間関係を育てるよう適切な指導を行う



必要がある。さらに、運動部の活動も学校教育活動の一環であることから、生徒の

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた視点も参考に指導を行うことが大切であ
る。 

加えて、運動部の活動は、主として放課後に行われ、特に希望する同好の生徒に
よって行われる活動であることから、生徒の自主性を尊重する必要がある。また、
生徒に任せすぎたり、勝つことのみを目指したりした活動にならないよう留意する
必要もある。そのため、例えば、競技を「すること」のみならず、生徒自らが所属
する運動部の活動を振り返りつつ、目標、練習計画等の在り方や地域との関わり方
等について定期的に意見交換をする場を設定することなどが考えられる。このよう
に、運動部の活動の意義が十分発揮されるよう、生徒の個性の尊重と柔軟な運営に
留意したり、生徒のバランスのとれた生活や成長のためにも休養日や練習時間を適
切に設定したりするなど、生徒の現在及び将来の生活を見渡しながら、生徒の学び
と生涯にわたるキャリア形成の関係を意識した活動が展開されることが必要であ
る。また、生徒の能力・適性、興味・関心等に応じつつ、健康・安全に留意し適切

な活動が行われるよう配慮して指導することが必要である。 

なお、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が平成２９年４月１日から
施行され、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校並びに特別
支援学校の中等部及び高等部におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動（学
校の教育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事する部活動
指導員について、その名称及び職務等を明らかにすることにより、学校における部
活動の指導体制の充実が図られるようにした。 

設置者及び各学校においては、部活動指導員を活用する場合、部活動が学校教育
の一環であることを踏まえ、生徒の自発的、自主的な参加が促進されるよう部活動
指導員との密接な連携を図ることが必要である。 

その際、部活動が、各学校の教育目標の実現に向けた主体的・対話的で深い学び
の場となるよう、研修等の機会を適切に確保するなど、部活動指導員の指導力向上

を図ることができる機会を適切に確保することが求められる。 


